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令和８年２月 26日 

～より質の高い持続可能な行政サービスを目指して ～ 

 

職員の働き方を見直すとともに、時間の有効活用に取り組み、市民サービスの向上を図る

ため、窓口の開庁時間を試行的に短縮します。 

 

 背 景 

 ・職員の勤務時間と開庁時間が同じ 8：30～17：15であり、窓口業務の準備や業務後の

事務処理を勤務時間外に行わざるを得ず、勤務時間内に業務改善や施策立案等のための

取組みを行う時間が十分に確保できていない現状があります。 

・一方で、住民票や戸籍謄本・抄本の取得、幼稚園・保育所の申込など、従来窓口での

み行っていた手続きについて、オンライン申請の拡充を進めており、また、マイナンバ

ーカード更新手続きについて郵便局での取り扱いを始めております。 

 

 目 的 

 ・市役所窓口の開庁時間を短縮することで、働きやすい職場環境の確保や業務に必要な

時間の適正管理を行い、市民サービスや業務改善等のための時間を確保します。 

 

 試行内容 

 【試行期間】 

 ・令和８年５月１日から令和８年９月３０日まで 

【開庁時間】 

 ・9:00～16:30まで（1時間 15分短縮となります。） 

  ※電話対応（8：30～17：15）、職員の勤務時間（8：30～17：15）に変更ありません 

【対象施設】 

 ・市役所本庁、福祉・教育総合プラザ、杉末会館 

  ※図書館、学校、幼稚園、地区公民館、地区連絡所は試行の対象外です 

 

 その他 

 ・開庁時間の短縮にあたっては、時間帯別来庁者件数を調査し、約９割の方が来庁され

ている 9;00～16:30を試行実施する窓口の開庁時間として設定しました。 

・今後、試行期間中に評価を行い、令和８年１０月以降の本格実施を判断します。 

 

 

市役所窓口の開庁時間短縮を試行実施します。 
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令和 8 年 2 月 24 日 

議員全員協議会 

市役所窓口の開庁時間短縮の試行実施について 

 窓口開設前後の準備や事後処理などの対応を見直し、業務効率化、生産性向上を進め、もって市民サー

ビスの向上を図るため、開庁時間の短縮を試行実施する。 

１ 背景 

（１）職員の勤務時間と開庁時間が同じ 8：30～17：15 であるため、窓口対応に必要な準備や窓口対応

終了後の事務処理を勤務時間外に行わざるを得ない。 

（２）勤務時間内に業務改善や施策立案等のための取組みを行う時間が十分に確保できていない。 

（３）「住民票」「戸籍謄本・抄本」「児童手当」「幼稚園・保育所申し込み」「国民健康保険人間ドック申

し込み」「し尿くみ取り登録申し込み」など従来窓口でのみ行っていた手続きについて、オンライン

申請の拡充を進めている。またマイナンバーカード更新手続きについて郵便局での取り扱いを始め

ている。 

２ 目的 

（１）業務に必要な時間の適正管理 

（２）市民サービスや業務改善等のための時間の確保 

（３）働きやすい職場環境の確保 

３ 今回の試行内容 

（１）試行期間 

 令和８年５月１日から令和８年９月３０日まで（令和８年３月から市民周知） 

（２）開庁時間 

   ９時から１６時３０分まで＜１時間１５分短縮＞（現行は８時３０分から１７時１５分） 

   ＊庁舎玄関の開錠施錠も９時から１６時３０分とする。（施錠後等は通用口から入退館） 

   ＊電話対応（8：30～17：15）、職員の勤務時間（8：30-17：15）は変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）対象施設 

   市役所本庁、福祉教育総合プラザ、杉末会館 

   ＊図書館、学校、幼稚園、地区公民館、地区連絡所は試行対象外 

４ 今後の予定 

 試行期間中に評価を行い、令和８年１０月以降の本格実施を判断する。 

窓口対応時間（試行） 

電話対応時間（変更なし） 
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＜参考＞ 時間帯別来庁者件数：調査期間 11/17～12/17 
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